
金
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古
蹴
志
巻
十
大

府.~~ì' lモ

の
長
男
二
代
安
左
術
門
な
ら
ん
か
。

。

相

撲

町

或
は
御
相
撲
町
と
も
呼
べ
り
。
年
穏
に
、
事
保
十
八
年
四
月
廿
六
日

犀
川
川
除
町
よ
り
出
火
、
相
撲
町
等
焼
失
。
と
あ
り
。
奮
停
に
一
式
ム
。

中
納
言
利
常
卿
の
時
御
相
撲
の
者
と
て
力
士
を
多
く
召
抱
え
ら
れ
、

居
邸
を
此
の
地
に
て
賜
は
り
た
り
。
故
に
御
相
撲
町
と
呼
ぺ
り
と
。
組

尾
記
に
も
御
相
撲
町
は
い
に
し
へ
御
抱
相
撲
の
居
邸
也
。
と
い
へ
り
。

。
相
撲
者
事
時

抑
e
相
撲
の
濫
筋
は
、
日
本
紀
に
、
垂
仁
天
皇
七
年
秋
七
月
己
巴
朔
。

乙
亥
.
左
右
奏
言
。
営
廊
邑
有
田
湧
惇
士
吋
田
昌
賞
廊
勝
越
↓
其
湾
人
也

e

強
力
.
以
能
段
'
角
申
v
鈎

a恒
詩
=
家
中

h
a
求
v
之
堂
有
T

比
昌
我
力
-
者
a

乎
，
何
遇
昌
強
力
入
者
吋
而
不
v
期
昌
死
生
三
唄
得
且
争
力
-
鷲
。
天
皇
聞
v
之。

詔
E

群
卿
-
日
.
股
問
。
嘗
腕
厳
選
者
天
下
之
力
士
也
。
若
有
・
比
a
此
人
-
耶
.

一
臣
進
官
.
巨
聞
出
雲
固
有
為
士
吋
回
目
野
見
宿
現
試
召
a
是
人
-
欲
v

賞
昌
子
駅
速
一
即
日
召
=
野
見
宿
禰
吋
自
=
出
雲
-
至
。
則
嘗
廊
厳
遮
奥
=
野
見

宿
編
-
令
a
拘
力
↓
二
人
相
封
立
。
各
師
事
v
足
相
駿
“
則
瞭
a.前
首
廊
瞭
遮
之

脇
骨
吋
・
亦
瞬
間
且
折
共
腰
吋
而
殺
b

之
。
故
奪
昌
敏
速
之
地
吋
悉
賜
=
野
見
宿
踊
↓

是
以
共
邑
有
=
腰
折
田
-
之
総
也
。
と
あ
り
。
是
相
撲
の
起
原
た
り
と
い

金
揮
古
績
志
巻
十
大

四
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O
堕
川
安
左
衛
門
侮

家
稽
に
云
ふ
。
元
組
安
左
衛
門
、
慶
長
十
九
年
微
妙
公
召
抱
え
ら
れ
、

家
藤
七
百
石
賜
は
り
、
使
番
を
命
ぜ
ら
る
o

二
代
安
左
衛
門
高
治
三

年
に
家
替
を
繕
ぎ
、
小
松
町
事
行
を
勤
め
け
り
。
二
子
あ
り
。
長
男

平
八
父
遺
領
の
内
五
B
石
賜
は
り
、
安
左
衛
門
と
改
稿
し
、
次
男
停
兵

衛
へ
二
百
石
配
分
し
賜
は
り
、
雨
家
と
成
る
。
と
あ
り
。
按
や
る
に
、

吾
が
薄
士
と
成
り
し
は
、
慶
長
十
九
年
前
た
ら
ん
か
。
慶
長
十
七
・
八

年
の
士
幌
に
、
馬
廻
駅
七
百
石
鹿
川
孫
助
。
と
見
b
J冗
和
元
・
二
年
の

士
般
に
、
御
使
衆
七
百
石
堕
川
孫
助
。
と
し
、
寛
永
問
年
の
士
幌
に
も
、

同
様
に
載
せ
た
り
。
さ
れ
ば
利
常
卿
の
召
抱
え
ら
れ
し
は
、
慶
長
十

七・

λ
年
に
て
、
初
は
孫
助
と
稀
せ
し
を
、
寛
永
四
年
以
後
安
左
衛
門

と
改
稿
せ
し
に
や
。
寛
永
十
丸
年
の
小
松
士
般
に
、
七
百
石
堕
川
安
左

衛
門
大
領
。
と
あ
り
o
さ
れ
ば
利
常
卿
小
松
へ
養
老
し
給
ふ
時
辞
召

謹
一
小
松
の
近
溢
大
儒
野
に
て
邸
地
を
賜
は
り
し
か

E
.
高
治
元
年

苑
去
後
小
松
附
の
緒
士
金
滞
へ
立
戻
り
け
る
時
、
居
邸
を
ぽ
堕
川
町

の
地
に
て
賜
は
り
、
夫
れ
よ
り
子
孫
世
主
迅
綿
し
て
‘
此
の
地
位
居

住
せ
し
か
ど
、
明
治
慶
藩
置
膝
の
際
退
去
す
と
い
へ
り
。
小
松
附
士

艇
に
、
百
七
十
石
盤
川
忠
右
衛
門
。
と
い
ふ
も
見
ゆ
。
元
組
安
左
衛
門

へ
り
。
按
宇
る
に
、
文
明
六
年
六
月
十
一
日
の
古
文
書
に
、
資
渡
申

永
代
名
主
職
之
幕
。
合
萱
段
者
宇
腰
折
田

e

在
=
山
按
図
紀
伊
都
飛
鳥

塁
舟
二
坪
-
一
宮
々
。
と
見
h
た
れ
ば
、
彼
の
野
見
宿
禰
へ
賜
は
り
た
る

腰
折
田
と
同
地
な
ら
ん
か
。
さ
て
夫
れ
よ
り
朝
廷
に
相
撲
節
と
て
‘

毎
歳
七
月
緒
園
の
力
士
を
召
し
て
叡
覧
あ
る
恒
例
と
は
成
り
た
り
。

江
家
次
第
相
撲
節
曾
の
僚
に
、
先
ニ
・
=
一
月
比
.
大
勝
以
下
於
=
陣
駿
-

定
昌
相
撲
使
事
吋
闘
白
・
大
終
・
随
身
・
陣
官
・
賭
弓
・
矢
故
者
等
潟
v
伎，

遺
品
諸
闘
七
道
↓
召
昌
相
撲
人
-
也
。
と
見
b
.
公
事
根
源
に
も
、
是
は
諸

国
の
供
御
人
を
召
あ
つ
め
て
、
七
月
に
相
撲
の
節
と
い
ひ
て
、
天
子

の
御
覧
す
る
事
也
。
と
あ
り
。
続
日
本
後
紀
に
、
天
長
十
年
五
月
丁
酉

勅
。
相
撲
之
節
非
益
娯
饗
簡
z
陳
武
力
-
最
在
昌
此
中
二
県
令
最
前
・
加

賀
・
能
登
・
佐
渡
云
々
一
等
国
捜
昌
求
総
同
カ
人
-
貫
池
畠
，
と
あ
り
て
‘
武
力
の

人
を
摸
事
し
給
ふ
趣
旨
走
り
し
か
ど
、
中
古
よ
り
中
絶
せ
し
を
、
高

倉
天
皇
の
御
世
に
再
興
せ
ら
れ
た
り
け
ん
。
百
線
抄
に
‘
承
安
四
年

七
月
廿
二
目
。
於
v
院
御
=
覧
相
撲
で
廿
七
日
相
撲
筋
。
大
内
保
元
三
年

以
後
絶
不
治
P
行
也
。
と
見
b
、
古
今
著
聞
集
に
、
昔
は
禁
中
に
て
相
撲

の
節
を
行
は
れ
、
諸
固
に
強
力
の
者
を
等
ね
召
さ
れ
け
り
。
安
元
よ

り
以
来
絶
え
て
共
名
の
み
聞
b
.
を
し
き
事
也
。
と
見
b
た
れ
ば
.
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